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刑
法
に
お
け
る
主
体
性

朴　
　
　
　
　

貞　
　

根

一　

は
じ
め
に

私
は
、
韓
国
・
中
央
大
学
校
と
日
本
大
学
の
文
化
交
流
協
定
に
よ
り
、
は
じ
め
て
の
派
遣
教
授
と
し
て
日
本
大
学
法
学
部
へ
留
学
し
た
。

客
員
教
授
の
身
分
で
三
年
間
（
一
九
七
四
│
一
九
七
七
年
）
滞
在
し
な
が
ら
、
刑
事
責
任
に
関
す
る
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
間
、
私
は

「
人
格
責
任
の
新
理
論
」
と
い
う
論
文
を
完
成
さ
せ
て
、
法
学
博
士
の
学
位
を
取
得
し
た
。
そ
の
と
き
、
日
本
大
学
法
学
部
の
副
手
の
身

分
で
勤
務
し
な
が
ら
私
の
研
究
を
い
ろ
い
ろ
と
手
伝
っ
て
く
れ
た
船
山
泰
範
教
授
が
、
多
大
な
る
業
績
を
あ
げ
て
今
年
九
月
に
定
年
退
職

さ
れ
る
。
こ
れ
を
祝
賀
す
る
た
め
に
論
文
集
を
刊
行
す
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
。
そ
れ
で
、
私
も
先
生
の
定
年
退
職
を
祝
う
た
め
に
、
留

学
当
時
、
人
間
の
主
体
性
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機
と
そ
の
過
程
を
説
明
し
、
続
い
て
そ
の
研
究
で
あ
げ
た
学
問
的
成
果
に
つ
い

て
概
観
し
て
み
た
い
と
思
う
。

論　

説

二
六
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
九
四
）

二　

刑
法
に
お
け
る
人
間
の
主
体
性
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機

私
は
、
一
九
五
〇
年
に
法
学
科
に
入
学
し
た
。
刑
法
講
義
を
聴
講
し
始
め
た
時
は
、
韓
国
戦
争
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
。
当
時
の
刑
法
に

関
す
る
理
論
は
、
旧
派
（
古
典
学
派
）
と
新
派
（
近
代
学
派
）
に
分
か
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
学
問
的
立

場
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
旧
派
は
意
思
決
定
の
自
由
を
認
め
る
非
決
定
論
（indeterm

inism

）
の
立
場
か
ら
主
張
す
る
刑
法

理
論
で
あ
り
、
新
派
は
意
思
決
定
の
自
由
を
否
定
す
る
決
定
論
（determ

inism

）
の
視
座
か
ら
主
張
す
る
刑
法
理
論
で
あ
る
。
前
者
は
人

間
の
主
体
性
を
肯
定
し
、
後
者
は
人
間
の
主
体
性
を
否
定
す
る
理
論
で
あ
る
。
旧
派
は
、
犯
人
が
刑
法
に
お
い
て
合
規
範
的
意
思
決
定
を

す
る
自
由
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
規
範
的
意
思
決
定
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
非
難
可
能
性
を
問
い
、
こ
れ
を
責
任
と
よ
ぶ
。
そ
う

し
て
、
旧
派
は
こ
の
非
難
可
能
性
を
道
義
的
非
難
可
能
性
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
道
義
的
責
任
論
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
新
派
は
、
犯
人
が
刑
法
に
お
い
て
反
規
範
的
意
思
決
定
を
し
た
こ
と
は
、
意
思
決
定
の
自
由
を
濫
用
し
た
も
の
と
考
え
て
は
な

ら
な
い
と
し
、
そ
れ
は
、
犯
人
の
危
険
な
性
格
が
徵
表
さ
れ
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
新
派
は
、
そ
の

犯
人
が
社
会
に
加
害
す
る
よ
う
な
危
険
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
自
体
に
対
し
非
難
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
は
道
義
的
非

難
可
能
性
で
は
な
く
、
社
会
的
非
難
可
能
性
で
あ
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
責
任
論
を
主
張
す
る
。

旧
派
は
、
犯
罪
の
行
為
と
そ
の
結
果
等
そ
の
客
観
的
事
実
は
、
犯
人
の
自
由
意
思
が
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
（
現
実
説
）、
そ
の
客

観
的
事
実
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
れ
を
客
観
主
義
刑
法
理
論
と
い
う
。
し
か
し
、
新
派
で
は
犯
罪
の
行
為
等
客

観
的
事
実
は
犯
人
の
危
険
な
性
格
が
徵
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
（
徵
表
説
）、
主
観
的
事
実
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す

る
。
こ
れ
を
主
観
主
義
刑
法
理
論
と
い
う
。
し
か
し
、
旧
派
の
刑
法
理
論
は
人
間
の
主
体
性
は
把
握
し
た
も
の
の
具
体
性
が
な
く
、
新
派

二
六
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刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
四
九
五
）

の
刑
法
理
論
は
人
間
の
具
体
性
は
把
握
し
た
が
主
体
性
が
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
前
者
は
人
間
性
は
把
握
し
た
が
科
学
性
が
な
い
し
、

後
者
は
科
学
性
は
あ
る
が
人
間
性
が
な
い
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
片
面
的
人
間
像
の
う
え
に
構
築
し
た
刑
法
理
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
旧
派
と
新
派
の
刑
法
理
論
は
完
全
な
も
の
に
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
自
明
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
主
体

的
で
あ
り
な
が
ら
具
体
的
で
、
人
間
性
と
科
学
性
を
兼
備
し
た
全
面
的
な
人
間
像
を
把
握
し
て
、
そ
の
う
え
に
完
全
な
刑
法
理
論
を
立
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
こ
れ
が
刑
法
に
お
け
る
人
間
の
主
体
性
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機
で
あ
る
。

三　

刑
法
に
お
け
る
人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
た
過
程
（
そ
の
一
）

私
が
大
学
院
修
士
課
程
に
お
い
て
刑
法
を
研
究
し
た
際
、
指
導
教
授
ら
は
決
定
論
者
で
あ
り
、
新
派
刑
法
理
論
を
支
持
し
て
い
た
。
私

が
人
間
の
主
体
性
に
関
す
る
質
問
を
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
難
し
い
問
題
は
哲
学
す
る
人
に
委
ね
る
方
が
よ
い
、
刑
法
学
徒
が
そ
の
よ
う

な
問
題
に
入
れ
ば
、
一
生
、
論
文
を
一
編
も
書
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
わ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
人
間
の
主
体
性

に
つ
い
て
、
継
続
し
て
関
心
を
も
ち
続
け
た
。

一
九
七
四
年
に
韓
国
・
中
央
大
学
校
と
日
本
大
学
の
文
化
交
流
協
定
に
よ
り
、
私
が
最
初
の
派
遣
教
授
と
し
て
日
本
大
学
の
法
学
部
で

研
究
す
る
機
会
を
え
た
。
そ
の
と
き
日
本
大
学
法
学
部
の
教
授
会
に
て
ご
紹
介
に
与
か
っ
た
後
、
私
の
研
究
室
に
案
内
し
て
く
れ
た
職
員

に
お
願
い
し
て
、
法
学
部
図
書
館
に
い
っ
て
書
庫
を
ひ
と
ま
わ
り
し
て
み
た
。
日
本
大
学
が
日
本
五
大
法
律
学
校
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、

設
立
し
て
一
〇
〇
年
を
こ
え
た
大
学
ら
し
く
、
日
本
書
は
も
ち
ろ
ん
、
洋
書
の
法
学
書
籍
を
多
く
保
有
し
て
い
た
。
こ
れ
ぐ
ら
い
の
研
究

資
料
を
利
用
し
た
ら
、
深
い
研
究
が
で
き
そ
う
で
、
非
常
に
う
れ
し
く
思
っ
た
。

二
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
九
六
）

私
は
人
間
の
主
体
性
と
刑
法
に
関
す
る
研
究
方
法
と
し
て
、
ま
ず
、
日
本
の
団
藤
重
光
博
士
の
著
書
と
論
文
を
収
集
し
て
分
析
す
る
作

業
か
ら
始
め
た
。
団
藤
博
士
は
東
京
大
学
法
学
部
教
授
で
あ
ら
れ
た
が
、
定
年
退
職
し
て
、
当
時
は
、
最
高
裁
判
所
判
事
を
務
め
ら
れ
て

い
た
。
団
藤
博
士
は
「
人
間
の
主
体
性
」
と
刑
法
と
の
関
係
を
深
く
探
究
さ
れ
た
人
格
責
任
論
を
大
成
し
、
日
本
の
学
者
の
中
で
、
独
創

的
な
学
者
で
あ
る
ば
か
り
か
、
国
際
的
に
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
学
者
で
あ
っ
た
。
私
は
、
大
学
院
生
の
時
か
ら
団
藤
博
士
の
著
書
、

『
刑
法
綱
要
総
論
』
を
読
み
、
そ
の
著
者
が
人
格
責
任
論
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
団
藤
博
士
が
、
主
体
的
で

具
体
的
な
人
間
像
、
す
な
わ
ち
全
面
的
な
人
間
像
の
う
え
に
刑
法
理
論
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
た
こ
と
は
知
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
そ
の
詳
し
い
内
容
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
団
藤
博
士
が
そ
れ
を
詳
し
く
説
明
し
た
「
人
格
責
任
の

理
論
（
1
）

」
と
い
う
論
文
を
手
に
入
れ
た
。
こ
の
論
文
に
は
、
人
格
責
任
理
論
の
基
礎
に
利
用
し
た
人
間
像
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
団

藤
博
士
は
、
レ
ン
ツ
の
犯
罪
生
物
学
原
論
（
2
）

の
内
容
を
援
用
し
て
、
具
体
的
で
あ
り
な
が
ら
主
体
的
な
人
間
像
を
人
格
と
し
て
把
握
し
て
い

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、「
個
性
的
│
統
一
的
│
持
続
的
な
身
体
的
＝
精
神
的
の
全
体
」
で
あ
る
と
し
て
、
心
身
一
元
論
的
に
人
間
像
を

把
握
し
て
い
た
。
犯
罪
行
為
と
人
格
形
成
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
人
格
の
主
体
に
人
格
責
任
の
根
拠
を
認
め
て
い
た
。
私
も
こ
の
よ
う
な

人
間
像
を
刑
事
責
任
理
論
の
基
礎
に
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
、
掘
り
下
げ
て
検
討
し
て
み
た
が
、
そ
の
よ
う
な
心
身
一
元
論
的

人
間
像
に
お
い
て
は
超
因
果
的
主
体
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
を
だ
す
ほ
か
は
な
か
っ
た
（
3
）

。

私
は
主
体
的
で
あ
り
な
が
ら
具
体
的
な
人
間
像
を
探
す
た
め
に
、
目
的
的
行
為
論
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

（W
elzel

）
の
層
的
存
在
論
的
人
間
像
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
人
間
の
内
面
構
造
を
多
層
的
に
把
握
し
て
、

深
層
（T
iefenschicht

）、
人
格
層
（P

ersonlichkeitsschicht

）
そ
う
し
て
自
我
中
枢
（Ichzentrum

）
を
認
め
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、

ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
人
間
を
進
歩
的
動
物
と
考
え
る
の
に
反
し
て
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
主
張
を
援
用
し
て
、
人
間
の
生
来
的
な
行
態
形
式

二
六
四



刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
四
九
七
）

（V
erhaltensform

en

）
の
崩
壊
と
責
任
を
自
覚
し
た
自
我
中
枢
の
形
式
は
、
人
間
の
心
的
構
造
（seelische S

truktur

）
を
多
層
に
な
る
よ

う
に
し
た
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
彼
は
意
思
責
任
と
行
為
者
責
任
を
認
定
す
る
が
、
か
れ
の
意
思
責
任
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
意
思
は
、

自
由
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
従
来
の
非
決
定
論
が
認
め
る
自
由
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
の
い
う
意
思
の
自
由
と
は
、
合

理
的
に
自
己
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
彼
は
価
値
に
合
致
す
る
善
な
る
意
思
決
定
は
自
由
な
意
思

で
あ
り
、
価
値
に
反
す
る
悪
な
る
意
思
決
定
は
不
自
由
な
意
思
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
意
思
は
衝
動
か
ら
の
自
由
は
あ
っ

て
も
、
価
値
か
ら
の
自
由
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
4
）

。

結
局
、
そ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
意
思
の
自
由
と
い
う
も
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
納
得
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
私
見
に
よ
れ

ば
、
人
間
の
意
思
は
善
な
る
決
定
に
お
い
て
も
悪
な
る
決
定
に
お
い
て
も
自
由
で
あ
る
と
思
う
。
自
我
中
枢
、
す
な
わ
ち
、
意
思
主
体
が

規
範
に
合
う
よ
う
に
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
規
範
に
反
す
る
衝
動
か
ら
解
放
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
規
範
に
反
す
る
衝
動
に
従
っ
て
い
く
の
は
そ
の
抑
制
で
き
る
衝
動
を
主
体
的
に
是
認
し
た
と
い
え
る
し
、

意
味
に
お
い
て
悪
な
る
意
思
も
自
由
で
あ
る
べ
き
は
ず
だ
と
考
え
る
。
学
者
ら
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
こ
の
よ
う
な
意
思
の
自
由
論
に
関

し
、
決
定
論
で
あ
る
と
い
う
学
者
も
お
れ
ば
非
決
定
論
で
あ
る
と
い
う
学
者
も
お
る
（
5
）

。
し
か
し
、
私
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
意
思
の
自
由

論
を
半
身
不
随
的
非
決
定
論
で
あ
る
と
評
価
し
た
こ
と
が
あ
る
（
6
）

。
結
局
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
層
的
存
在
論
的
人
間
像
も
、
私
が
願
う
超
因

果
的
主
体
性
を
も
っ
た
人
間
像
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。

二
六
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
九
八
）

四　

刑
法
に
お
け
る
人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
た
過
程
（
そ
の
二
）

私
が
日
本
へ
留
学
し
た
の
は
、
主
体
的
で
具
体
的
な
人
間
像
、
す
な
わ
ち
、
人
間
性
と
科
学
性
を
兼
備
し
て
い
る
人
間
像
を
開
発
す
る

た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
長
い
時
間
を
か
け
て
究
め
た
団
藤
博
士
が
採
用
し
た
心
身
一
元
論
的
人
間
像
も
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
認
め
た

層
的
存
在
論
的
人
間
像
も
、
自
由
意
思
は
認
定
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
に
は
あ
わ
な
か
っ
た
。
私
の
研
究
期
間
は
一
年
間
だ
っ
た
の
で
、

焦
燥
し
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
、
日
本
大
学
の
板
倉
宏
教
授
が
わ
た
く
し
の
研
究
室
に
い
ら
し
て
、
私
が
願
え
ば
自
分
の
指
導

教
授
で
あ
っ
た
団
藤
博
士
に
お
会
い
で
き
る
よ
う
周
旋
し
た
い
、
と
い
わ
れ
た
。
韓
国
か
ら
日
本
に
き
て
人
格
責
任
の
理
論
を
研
究
し
て

い
る
私
の
消
息
を
聞
き
、
お
会
い
し
た
い
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
は
、
私
も
団
藤
博
士
の
著
作
物
を
ほ
と
ん

ど
全
部
分
析
し
た
と
き
で
あ
っ
た
の
で
、
お
目
に
か
か
り
、
い
ろ
い
ろ
質
問
を
し
、
論
議
も
し
た
か
っ
た
。
つ
い
に
日
本
の
最
高
裁
判
所

裁
判
官
室
で
団
藤
博
士
と
初
め
て
対
面
し
た
。
そ
の
と
き
、
団
藤
博
士
は
御
著
書
で
あ
ら
れ
る
『
法
学
入
門
』
に
署
名
を
し
て
下
さ
っ
た
。

面
会
の
最
後
に
、
団
藤
博
士
は
、
自
己
の
私
邸
で
学
問
に
関
す
る
意
見
を
交
換
し
た
い
と
い
わ
れ
た
。
私
は
約
一
週
間
後
、
私
邸
を
訪
問

し
た
。
私
は
二
時
間
位
の
つ
も
り
で
い
た
が
、
討
論
は
午
後
七
時
半
か
ら
一
一
時
ま
で
続
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
階
に
あ
る

書
庫
ま
で
み
せ
て
も
ら
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
法
学
書
籍
は
勿
論
、
哲
学
、
心
理
学
、
犯
罪
精
神
学
、
倫
理
学
等
、
図
書
館
の
書
庫
に
入
っ

た
よ
う
で
、
非
常
に
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
た
。

私
は
、
団
藤
博
士
に
失
礼
な
こ
と
と
は
思
い
つ
つ
、
博
士
の
あ
ら
ゆ
る
論
文
を
読
ん
で
感
じ
た
ま
ま
を
申
し
上
げ
、
私
見
に
対
す
る
御

指
導
の
お
言
葉
を
聴
か
せ
て
も
ら
い
た
い
が
、
お
許
し
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
か
と
申
し
上
げ
た
。
博
士
は
こ
こ
ろ
よ
く
許
諾
し
な
が
ら
、

学
者
は
各
自
、
自
己
の
主
体
性
に
よ
っ
て
学
問
的
自
己
決
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
遠
慮
な
く
論
議
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
わ
れ
た
。

二
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刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
四
九
九
）

博
士
と
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
論
議
す
る
中
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
、
超
因
果
的
主
体
性
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
先
生
の
定
年

退
任
記
念
講
演
文
を
読
ん
で
み
た
が
、
そ
こ
で
先
生
は
超
因
果
的
主
体
性
に
言
及
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ク
ル
も
わ
た
く
し
と
同
じ
立
場
で

あ
る
と
い
わ
れ
た
（
7
）

。
私
も
超
因
果
的
主
体
性
を
支
持
し
て
い
る
が
、
先
生
が
人
格
責
任
の
理
論
の
基
礎
に
し
て
お
ら
れ
る
心
身
一
元
論
的

人
間
像
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
超
因
果
的
主
体
性
を
認
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
で
、
超
因
果
的
主
体
性
の
基

礎
と
な
る
よ
う
な
人
間
像
を
探
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
人
間
像
を
紹
介
し
て
い
た
だ
け
る
か
、
と
申
し
あ
げ
た
。
先
生
は
、
フ
ラ
ン

ク
ル
の
『
神
経
症
の
理
論
と
治
療
』（F

rankl, T
heorie und T

herapie der N
eurosen

）
を
読
ん
で
み
な
さ
い
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
日
本

語
訳
を
貸
し
て
く
だ
さ
っ
た
（
8
）

。
私
は
、
そ
の
本
を
持
っ
て
ア
パ
ー
ト
に
帰
り
、
夜
明
け
方
ま
で
一
通
り
読
ん
で
み
た
。
そ
う
し
た
と
こ

ろ
、
私
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
が
説
明
す
る
人
間
像
に
よ
れ
ば
超
因
果
的
人
間
の
主
体
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
と
確
信
し
て
、
非

常
に
う
れ
し
く
考
え
た
。

私
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
人
間
像
を
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
と
し
て
把
握
し
た
。
こ
の
人
間
像
は
主
体
的
で
あ
り
な
が
ら

具
体
的
で
あ
っ
て
、
人
間
性
と
科
学
性
が
備
わ
っ
た
人
間
像
で
あ
り
う
る
と
考
え
た
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
人
間
を
、
身
体
（L

eib

）・
心

（S
eele

）・
精
神
（G

eist

）
の
統
一
体
と
し
て
把
握
す
る
。
し
か
し
、
人
間
は
生
活
作
用
に
お
い
て
は
、
身
体
、
心
、
精
神
の
各
次
元
が
、

お
の
お
の
異
な
る
特
性
を
も
っ
て
い
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
存
在
的
に
お
の
お
の
の
次
元
が
固
有
の
機
能
を
発
揮

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
多
様
性
が
あ
る
と
い
う
。
人
間
は
そ
の
内
部
に
お
い
て
、
精
神
は
心
身
（
有
機
体
）
に
対
し
て
抵
抗
力
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
随
意
的
に
は
精
神
が
心
身
（
有
機
体
）
ま
た
は
環
境
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
事

実
的
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
精
神
、
す
な
わ
ち
、
意
思
は
、
心
身
ま
た
は
環
境
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
小
野
清
一
郎
と
団
藤
博
士
が
い
っ
て
お
る
よ
う
に
、
意
思
は
「
決
定
さ
れ
つ
つ
決
定
す
る
」
も
の
で
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は
な
い
と
い
う
。
も
し
も
、
意
思
が
心
身
と
環
境
に
依
っ
て
一
部
分
だ
け
で
も
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
抵
抗

す
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
抵
抗
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
抵
抗
だ
け
す
る
の
で
は
な
く
利
用
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
精
神
的
生
活
作
用
は
、
自
己
の
心
身
有
機
体
と
環
境
を
合
規
範
的
に
も
、
反
規
範
的
に
も
統

制
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ク
ル
は
人
間
の
超
因
果
的
主
体
性
を
認
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

責
任
と
い
う
の
は
、
精
神
主
体
す
な
わ
ち
人
格
が
、
合
規
範
的
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
規
範
的
意
思
決

定
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
非
難
可
能
性
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ク
ル
の
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
を
基
礎
に
す
れ
ば
、
団
藤
博
士
の
「
人
格
責
任
の
理

論
」
を
新
し
く
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
、
中
央
大
学
校
と
日
本
大
学
の
許
諾
を
う
け
て
、
二
年
さ
ら
に
留
学
期
間
を
延
長
し
て
、

「
人
格
責
任
の
新
理
論
」
を
完
成
さ
せ
た
。
完
成
後
、
日
本
大
学
法
学
部
修
士
・
博
士
課
程
の
学
生
た
ち
に
対
し
特
別
講
義
を
行
う
よ
う

要
請
が
あ
り
、
二
時
間
く
ら
い
研
究
結
果
を
発
表
す
る
形
式
で
「
人
格
責
任
の
新
理
論
」
の
大
綱
を
講
義
し
た
。
そ
の
場
に
は
、
刑
法
の

教
授
陣
も
参
席
し
て
お
ら
れ
た
が
、
当
時
の
法
学
研
究
所
長
で
あ
ら
れ
た
板
倉
宏
教
授
が
、
即
席
で
、
日
本
法
学
に
掲
載
し
た
い
と
い
わ

れ
た
の
で
、
四
回
に
わ
け
て
発
表
し
た
（
9
）

。

五　

刑
法
に
お
け
る
人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
た
成
果

い
ま
ま
で
、
主
体
性
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機
と
そ
の
過
程
に
つ
い
て
説
明
を
し
た
。
今
は
、
人
間
の
主
体
性
の
研
究
に
よ
っ

て
い
ろ
い
ろ
得
た
成
果
の
中
で
、
重
要
な
も
の
い
く
つ
か
を
項
目
に
わ
け
て
説
明
し
た
い
。

二
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刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
五
〇
一
）

⑴　

新
た
に
探
究
し
た
超
因
果
的
人
間
の
主
体
性

私
が
、
人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
て
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
超
因
果
的
人
間
の
主
体
性
を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
主
体
性
を
否
定
す
る
学
者
も
い
る
が
、
そ
れ
を
認
定
す
る
立
場
に
お
い
て
も
、
学
者
に
よ
っ
て
ま
こ
と

に
多
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ク
ル
の
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
を
基
礎
に
し
た
、
私
の
考
え
る
人
間

の
主
体
性
を
説
明
し
て
み
た
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
主
体
性
と
い
う
も
の
は
意
思
決
定
の
自
由
を
意
味
す
る
し
、
こ
こ
で
「
自

由
」
と
は
意
味
ま
た
は
反
意
味
に
合
う
よ
う
に
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
格
で
あ
る
意
思
主
体
の
能
力
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
人
間
の
「
主
体
」
と
い
う
も
の
は
最
後
ま
で
客
体
化
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
思
惟
す
る
者
で
あ
り
、
意
思
を
決
定
す
る
者

で
あ
り
な
が
ら
行
為
す
る
者
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
人
間
の
主
体
性
と
は
、
人
間
の
主
体
が
合
規
範
的
ま
た
は
反
規
範
的
に
自
由
に
（
選
択

的
に
）
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
間
の
主
体
性
を
認
定
す
る
同
じ
立
場
で
あ
る
と
し
て
も
、
従
来
の
意
思
責
任
論
者
の
中
に
は
絶
対
的
非
決
定
論
を
主
張
す

る
者
が
い
る
。
し
か
し
、
私
は
相
対
的
非
決
定
論
を
支
持
す
る
。
け
れ
ど
も
、
同
じ
相
対
的
非
決
定
論
の
立
場
と
い
っ
て
も
、
団
藤
博
士

が
主
体
性
を
「
決
定
さ
れ
つ
つ
決
定
す
る
意
思
の
能
力
」
と
主
張
さ
れ
る
が
、
私
は
「
制
約
さ
れ
つ
つ
決
定
す
る
意
思
の
能
力
」
で
あ
る

と
考
え
る
点
に
お
い
て
、
そ
の
本
質
は
互
い
に
異
な
る
も
の
と
思
う
（
10
）

。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
も
人
間
の
主
体
性
を
意
味
に
合
う
意
思
決
定
だ
け

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
で
あ
り
、
反
意
味
に
合
う
意
思
決
定
は
で
き
な
い
能
力
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
わ

た
く
し
の
見
解
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
人
間
の
主
体
性
理
論
は
刑
法
学
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
法
学
分

野
は
勿
論
、
そ
の
ほ
か
哲
学
、
神
学
、
倫
理
学
等
、
万
学
の
基
本
原
理
で
あ
る
と
思
う
。
と
く
に
、
憲
法
で
国
民
の
「
尊
厳
性
」
を
保
障

す
る
（
韓
国
憲
法
一
〇
条
）
と
い
う
が
、
そ
の
尊
厳
性
の
本
質
は
人
間
の
主
体
性
、
す
な
わ
ち
、
自
己
決
定
能
力
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、

二
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（
五
〇
二
）

し
た
が
っ
て
、
刑
法
で
そ
れ
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
尊
厳
性
も
否
定
す
べ
き
だ
と
考
え
（
11
）

る
（
12
）

。

⑵　

人
格
責
任
の
新
理
論

前
述
し
た
よ
う
に
、
団
藤
博
士
は
レ
ン
ツ
の
心
身
一
元
論
的
人
間
像
を
基
礎
に
し
た
人
格
責
任
の
理
論
を
は
や
い
う
ち
に
構
成
し
た
が
、

東
京
大
学
定
年
退
任
を
記
念
す
る
最
終
講
義
、「
法
に
お
け
る
主
体
性
」
で
は
、
超
因
果
的
主
体
性
に
好
意
的
な
言
及
を
し
て
い
た
。
そ

こ
で
、
私
は
団
藤
博
士
の
助
言
に
よ
り
フ
ラ
ン
ク
ル
の
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
を
基
礎
に
し
て
、
超
因
果
的
主
体
性
を
研

究
し
、
人
格
責
任
の
理
論
を
新
し
く
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
の
こ
の
理
論
は
団
藤
博
士
の
人
格
責
任
の
理
論
と
内
容
的
に
だ
い
ぶ

異
な
る
も
の
に
な
っ
た
た
め
、
人
格
責
任
の
〝
新
〞
理
論
と
い
う
こ
と
に
し
た
。
私
は
日
本
大
学
で
研
究
す
る
間
、
三
年
に
わ
た
り
日
沖

憲
郎
教
授
の
大
学
院
講
義
を
聴
講
し
た
。
日
沖
教
授
は
、
わ
た
く
し
よ
り
も
約
三
〇
年
先
輩
で
、
そ
の
時
は
、
定
年
退
任
し
て
講
師
の
資

格
で
出
講
し
て
お
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
幸
い
に
、
日
沖
教
授
は
日
本
に
ド
イ
ツ
の
人
格
責
任
理
論
を
最
初
に
紹
介
し
た
学
者
で
あ
っ

た
（
13
）

。
教
授
と
議
論
し
た
後
、
私
の
人
格
責
任
の
理
論
は
団
藤
博
士
の
人
格
責
任
の
理
論
と
異
な
る
新
し
い
主
張
が
多
い
か
ら
、
人
格
責
任

の
新
理
論
と
名
づ
け
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
、
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
の
で
、
論
文
の
題
目
を
そ
の
よ
う
に
命
名
し
た
。

私
は
、
人
格
責
任
を
「
行
為
に
お
け
る
人
格
責
任
を
原
則
的
に
、
性
格
形
成
に
お
け
る
人
格
責
任
は
補
充
的
に
考
慮
し
て
認
定
さ
れ
る

責
任
（
14
）

」
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。
し
か
し
、
団
藤
博
士
は
人
格
責
任
を
「
行
為
責
任
と
人
格
形
成
責
任
と
を
あ
わ
せ
（
15
）

」
た
も
の
、
す
な
わ

ち
、「
行
為
責
任
と
人
格
責
任
と
は
前
者
が
第
一
次
的
、
後
者
が
第
二
次
的
に
考
慮
さ
れ
な
が
ら
、
窮
極
に
お
い
て
は
合
一
さ
れ
て
考
え

ら
れ
る
べ
き
（
16
）

」
も
の
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
私
と
団
藤
博
士
は
人
格
責
任
に
つ
い
て
異
な
る
考
え
方
を
す
る
た
め
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
常
習
犯
と
過
失
犯
等
の
責
任
を
説
明
す
る
点
に
お
い
て
、
見
解
が
い
ろ
い
ろ
と
異
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
事
実
、
団
藤
博
士
の
人
格

二
七
〇



刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
五
〇
三
）

責
任
の
理
論
は
日
本
の
多
数
の
学
者
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
私
の
人
格
責
任
の
新
理
論
は
、
そ
の
批
判
さ

れ
て
い
る
短
所
も
あ
る
程
度
、
正
し
た
と
考
え
る
（
17
）

。

団
藤
博
士
も
、
自
己
の
『
刑
法
綱
要
総
論
』
で
、
私
の
人
格
責
任
の
新
理
論
等
を
「
わ
た
く
し
の
理
論
の
展
開
を
試
み
た
も
の
（
18
）

」
と
紹

介
し
て
下
さ
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
た
団
藤
博
士
は
ご
自
分
の
自
叙
伝
、『
わ
が
心
の
旅
路
』
に
お
い
て
も
、「
講
義
は
聴
か
な
か
っ
た
け
れ

ど
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
や
っ
て
き
て
、
実
質
的
に
指
導
し
た
と
い
う
人
も
ず
い
ぶ
ん
大
勢
い
ま
す
。
例
え
ば
、
韓
国
の
朴
貞
根
教
授
な
ど
も
そ

の
一
人
で
す
（
19
）

」
と
い
わ
れ
た
。
ま
た
、
団
藤
博
士
は
、「
私
は
刑
法
に
お
い
て
、
人
間
の
主
体
性
を
基
本
に
し
て
、
私
の
い
わ
ゆ
る
人
格

責
任
理
論
を
構
成
し
て
き
た
」
と
い
わ
れ
な
が
ら
、「
韓
国
で
は
朴
貞
根
教
授
が
私
の
学
説
を
祖
述
し
て
お
ら
れ
る
」（
同
『
人
格
責
任

 

新
理
論
』〔
一
九
八
六
年
、
法
文
社
（
ソ
ウ
ル
）〕）
と
い
わ
れ
た
（
20
）

。
私
は
、
団
藤
博
士
と
初
対
面
し
た
後
、
何
度
も
重
ね
重
ね
お
会
い
し
、
学

問
に
関
す
る
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
で
、
私
は
、
札
幌
学
園
大
学
の
招
請
を
受
け
、「
主
体
性
と
刑
事
責
任
」
と
い
う
題
目
で
大

学
院
学
生
に
特
別
講
義
を
行
い
、
ま
た
翌
日
は
法
学
部
三
・
四
学
年
三
〇
〇
人
く
ら
い
の
学
生
に
講
義
を
し
た
際
、
教
授
も
多
数
参
席
し

て
い
る
そ
の
場
で
、
わ
た
く
し
は
団
藤
博
士
の
学
恩
を
一
生
、
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
（
21
）

。

⑶　

責
任
能
力
の
本
質

人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
た
結
果
、
責
任
能
力
の
本
質
も
、
も
っ
と
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
間
の
主

体
性
を
認
定
す
る
立
場
で
は
、
責
任
能
力
を
犯
罪
能
力
と
理
解
し
、
そ
れ
を
否
定
す
る
立
場
で
は
、
責
任
能
力
を
刑
罰
能
力
と
し
て
理
解

す
る
。
そ
う
し
て
、
人
格
責
任
論
に
お
い
て
は
、
当
然
、
責
任
能
力
を
犯
罪
能
力
と
理
解
す
る
。
そ
れ
で
、
責
任
能
力
は
非
難
可
能
性
の

前
提
に
な
る
人
格
的
適
性
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
事
物
を
弁
別
し
て
意
思
を
決
定
す
る
能
力
」（
韓
国
刑
法
一
〇
条
）
で
あ
る
。

二
七
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
〇
四
）

責
任
能
力
を
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
で
説
明
す
れ
ば
、
人
間
固
有
の
生
活
作
用
で
あ
る
精
神
的
生
活

作
用
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
精
神
的
生
活
作
用
に
は
知
的
生
活
作
用
と
意
的
生
活
作
用
が
あ
る
。
前
述
し

た
責
任
能
力
の
中
で
、「
事
物
を
弁
別
す
る
能
力
」
は
、
知
的
生
活
作
用
に
該
当
す
る
能
力
で
あ
り
、「
意
思
を
決
定
す
る
能
力
」
は
、
意

的
生
活
作
用
に
該
当
す
る
能
力
で
あ
る
。
責
任
能
力
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
主
体
性
自
体
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
責
任
は
自
然
人
に
だ
け
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
人
そ
れ
自
体
に
は
責
任
能
力
を
認
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
刑
事
責
任
も
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
。
結
局
、
法
人
の
行
政
的
團
束
（
規
制
）
は
刑
罰
で
な
い

他
の
制
裁
方
法
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
（
22
）

。

⑷　

常
習
犯
人
の
刑
事
責
任
の
マ
キ
シ
マ
ム

人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
て
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
こ
と
は
、
常
習
犯
の
刑
事
責
任
の
マ
キ
シ
マ
ム
は
意
思
責
任
の
マ

キ
シ
マ
ム
を
超
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
韓
国
刑
法
（
日
本
刑
法
も
）
は
常
習
犯
の
法
定
刑
を
普
通
犯
の
法
定
刑

よ
り
加
重
的
に
規
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
韓
国
刑
法
第
三
二
九
条
に
よ
れ
ば
、
普
通
窃
盗
は
「
六
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一
千
万
ウ
ォ

ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
」。
と
こ
ろ
で
、
同
法
第
三
三
二
条
に
よ
れ
ば
、
常
習
窃
盗
は
普
通
窃
盗
に
定
め
た
刑
よ
り
「
二
分
の
一
ま
で

加
重
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
常
習
犯
の
法
定
刑
を
普
通
犯
の
法
定
刑
よ
り
加
重
す
る
こ
と
は
、
性
格
責
任
論
と
性
格
論
的
責
任
論
に
お
い
て
は
支
持

さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
当
然
な
規
定
で
あ
る
。
大
概
、
常
習
犯
は
普
通
犯
よ
り
反
社
会
的
危
険
性
が
大
き
く
、
ま
た
性
格
論
的
性

格
に
対
す
る
相
当
性
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
責
任
論
は
道
義
的
非
難
可
能
性
が
責
任
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
認
め

二
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刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
五
〇
五
）

な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
意
思
責
任
論
に
よ
れ
ば
常
習
犯
の
加
重
刑
規
定
は
認
定
さ
れ
な
い
だ
け
で
な
く
普
通
犯
の
法
定
刑
よ
り
も
減
軽

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
常
習
性
は
意
思
決
定
の
自
由
を
制
限
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ま
た
主

体
的
に
形
成
さ
れ
た
常
習
性
ま
で
も
責
任
減
軽
要
素
と
認
定
す
る
点
に
お
い
て
不
当
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
従
来
の
人
格
責
任
論
は
、
主
体
的
に
形
成
さ
れ
た
常
習
性
を
責
任
加
重
要
素
と
し
て
考
慮
し
、
そ
れ
が
常
習
犯
の
法
定
加

重
刑
の
根
拠
で
あ
り
、
ま
さ
に
責
任
刑
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
団
藤
博
士
は
「
人
格
形
成
責
任
か
ら
い
え
ば
、
常
習
性

を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
行
為
者
の
責
任
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
は
、
そ
れ
だ
け
責
任
が
重
い
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
」
と
し
、
法
が
常
習
犯
を
重
く
扱
っ
て
い
る
の
は
、「
そ
の
責
任
が
重
い
も
の
と
み
と
め
た
と
解
す
べ
き
で
」、
し
た
が
っ
て
、

「
か
よ
う
な
人
格
形
成
責
任
は 

│
少
な
く
も
常
習
犯
に
関
す
る
か
ぎ
り
│ 

ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
い
う
よ
う
な
単
な
る
道
徳
的
責
任
で
は
な

く
、
刑
法
的
責
任
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
23
）

」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
団
藤
博
士
は
常
習
犯
の
加
重
法
定
刑
を
保
安
刑
で
な
い
責
任

刑
と
認
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
団
藤
博
士
が
人
格
責
任
を
、「
行
為
責
任
と
人
格
責
任
と
は
、
前
者
が
第
一
次
的
、
後
者
が
第

二
次
的
に
考
慮
さ
れ
な
が
ら
、
窮
極
に
お
い
て
は
、
合
一
さ
れ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
24
）

」
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
行
為
責
任
を
越
え
た
行
為
者
責
任
を
認
定
す
る
も
の
と
い
え
、
賛
成
し
か
ね
る
（
25
）

。

し
か
し
、
私
は
人
格
責
任
を
「
行
為
に
お
け
る
人
格
責
任
を
原
則
的
に
、
性
格
形
成
に
お
け
る
人
格
責
任
を
補
充
的
に
考
慮
し
て
認
定

さ
れ
る
責
任
」
と
考
え
る
の
で
、
常
習
犯
の
責
任
の
マ
キ
シ
マ
ム
は
、
行
為
に
お
け
る
人
格
責
任
の
最
高
限
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
常
習
犯
の
法
定
加
重
刑
は
責
任
刑
で
な
く
保
安
刑
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
（
26
）

。
常
習
窃
盗
の
場
合
に
お
い
て
、

犯
人
の
常
習
性
は
、
他
人
の
財
物
を
窃
取
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
に
合
致
す
る
よ
う
に
意
思
を
決
定
す
る
に
お
い
て
制
約
要
素
に

な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
意
思
責
任
論
で
は
こ
の
常
習
性
を
責
任
減
軽
要
素
と
認
定
す
る
ほ
か
は
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
常

二
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
〇
六
）

習
性
を
常
習
犯
が
主
体
的
に
形
成
し
た
場
合
は
、
減
軽
要
素
と
認
定
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
人
格
責
任
論
が
、
意
思
責

任
論
と
は
別
に
、
性
格
形
成
に
お
け
る
人
格
責
任
を
補
充
的
に
考
慮
す
る
か
ら
で
あ
る
（
27
）

。

私
は
、
韓
国
の
刑
事
法
改
正
特
別
審
議
委
員
会
の
ひ
と
り
の
委
員
と
し
て
、
韓
国
の
刑
法
改
正
作
業
に
関
与
し
た
こ
と
が
あ
る
。

一
九
八
五
年
か
ら
一
九
九
二
年
ま
で
七
年
間
の
作
業
を
経
て
刑
法
改
正
法
律
案
が
完
成
し
た
。
こ
の
委
員
会
で
、
常
習
犯
の
加
重
法
定
刑

の
存
置
ま
た
は
廃
止
に
つ
い
て
、
激
論
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
私
は
常
習
犯
の
法
定
加
重
刑
は
責
任
主
義
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
全
面
的
に
廃
止
す
べ
き
た
と
力
説
し
た
と
こ
ろ
（
28
）

、
全
委
員
が
賛
同
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
刑
法
改
正
法
律
案
（
一
九
九
二
年
）

に
は
常
習
犯
の
加
重
法
定
刑
が
全
面
的
に
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
加
重
法
定
刑
が
廃
止
さ
れ
た
常
習
犯
は
保
安
処
分
（
保
護
監
護
）

に
処
す
る
よ
う
に
規
定
し
た
（
同
法
律
案
第
九
三
条
）。
こ
れ
は
人
間
の
主
体
性
を
肯
定
す
る
立
場
で
、
責
任
主
義
原
則
に
よ
る
立
法
で
あ

る
と
い
え
る
と
思
う
。
し
か
し
、
遺
憾
に
も
、
国
会
は
こ
れ
を
採
択
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
29
）

。

⑸　

過
失
犯
の
刑
事
責
任

人
格
責
任
の
新
理
論
に
お
い
て
は
、
故
意
犯
の
責
任
の
根
拠
は
意
思
主
体
、
す
な
わ
ち
、
人
格
に
あ
る
が
、
過
失
犯
の
責
任
の
根
拠
も

や
は
り
意
思
主
体
、
す
な
わ
ち
、
人
格
に
あ
る
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
過
失
犯
に
お
い
て
も
故
意
犯
の
場
合
と
同
じ
く
、
原
則
的
に
行

為
に
お
け
る
人
格
責
任
を
認
定
し
て
補
充
的
に
性
格
形
成
に
お
け
る
人
格
責
任
を
認
定
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

し
か
し
、
団
藤
博
士
は
「
過
失
の
根
拠
は
知
情
意
を
不
可
分
に
も
っ
た
人
格
、
そ
の
も
の
の
中
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
30
）

」
と

い
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、「
意
思
責
任
と
い
う
観
念
は
、
故
意
に
つ
い
て
は
あ
て
は
ま
る
が
、
過
失
に
つ
い
て
は
不
適
当
で
あ
る
（
31
）

」。
し
た

が
っ
て
、「
行
為
に
お
け
る
意
思
と
い
う
よ
り
も
、
行
為
に
お
け
る
人
格
態
度
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
（
32
）

」。「
過
失
責
任
の
中
核
を
な
す

二
七
四



刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
五
〇
七
）

の
は
、
…
不
注
意
と
い
う
要
素
で
あ
る
。
不
注
意
と
い
う
の
は
、
行
為
者
の
意
識
作
用
で
は
な
く
無
意
識
的
な
人
格
態
度
で
あ
る
。
過
失

に
お
い
て
は
│
意
識
的
過
失
に
お
い
て
さ
え
も
│
意
識
で
は
な
く
意
識
下
の
人
格
態
度
が
要
点
を
な
す
。
か
よ
う
に
し
て
、
過
失
責
任
は

人
格
責
任
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
説
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
（
33
）

」
と
い
わ
れ
る
。

団
藤
博
士
は
過
失
責
任
の
根
拠
を
人
格
の
中
に
求
め
る
と
い
う
が
、
私
は
人
格
そ
の
も
の
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
な

ぜ
か
と
い
え
ば
、
両
者
は
同
じ
く
人
格
と
い
う
が
、
そ
の
質
が
相
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
団
藤
博
士
は
人
格
の
概
念
を
レ
ン
ツ
の
心
身
一

元
論
的
人
間
像
を
基
礎
に
し
て
把
握
し
、
私
は
フ
ラ
ン
ク
ル
の
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
を
基
礎
に
し
て
、
人
格
の
概
念
を

把
握
す
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
人
格
を
人
間
固
有
の
精
神
的
生
活
作
用
の
主
体
と
し
て
把
握
す
る
。
そ
れ
で
、
団
藤
博
士
が
い
う
知
情
意

を
不
可
分
に
も
っ
た
人
格
と
は
そ
の
質
が
異
な
る
。
人
格
は
精
神
的
生
活
作
用
、
す
な
わ
ち
、
知
的
生
活
作
用
と
意
的
生
活
作
用
の
主
体

で
あ
る
。
そ
れ
で
、
人
格
は
そ
の
知
的
生
活
作
用
に
よ
っ
て
、
罪
の
成
立
要
素
で
あ
る
事
実
を
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
不
注
意
に

よ
っ
て
そ
れ
を
認
識
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
主
体
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
人
格
は
そ
の
意
的
生
活
作
用
に
よ
っ
て
、
犯
罪
行
為
を
実
行
す

る
こ
と
も
、
ま
た
は
、
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
主
体
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
格
が
罪
の
成
立
要
素
な
る
事
実
を
認
識
し
な
が
ら
、
反
規

範
的
意
思
決
定
を
し
て
、
犯
行
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
非
難
可
能
性
が
故
意
責
任
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
格
が
不
注
意
で
、
す
な
わ
ち
、

正
常
の
注
意
を
怠
慢
し
て
罪
の
成
立
要
素
な
る
事
実
を
認
識
せ
ず
に
反
規
範
的
行
為
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
非
難
可
能
性
が
過
失
責
任
で

あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
不
注
意
は
注
意
義
務
に
違
反
す
る
人
格
態
度
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
注
意
義
務
の
標
準
に
つ
い
て
は
、

学
説
上
対
立
し
て
い
る
。
普
通
人
に
認
定
さ
れ
る
能
力
を
標
準
と
す
べ
き
だ
と
す
る
客
観
説
と
、
行
為
者
の
能
力
を
標
準
に
す
べ
き
だ
と

す
る
主
観
説
が
あ
り
、
両
者
の
折
衷
説
も
あ
る
。
一
般
的
に
新
派
は
客
観
説
を
取
り
、
旧
派
は
主
観
説
ま
た
は
、
折
衷
説
を
取
る
ば
あ
い

二
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が
多
い
。
人
格
責
任
論
の
立
場
で
は
折
衷
説
の
立
場
で
理
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
注
意
義
務
の
賦
課
は
原
則
的
に

行
為
者
の
注
意
能
力
を
標
準
に
し
て
賦
課
す
べ
き
で
あ
る
が
、
行
為
者
の
注
意
能
力
が
普
通
人
の
注
意
能
力
よ
り
大
き
い
ば
あ
い
は
、
普

通
人
の
注
意
能
力
の
限
度
ま
で
だ
け
賦
課
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
行
為
者
の
注
意
能
力
を
行
為
時
の
顕
在
的
注
意
能
力
だ
け
で
認
定
す
べ
き
か
、
ま
た
は
、
不
注
意
性
格
形
成
に
お
け
る
潜

在
的
能
力
ま
で
も
考
慮
し
て
認
定
す
べ
き
か
に
対
し
、
団
藤
博
士
は
後
者
の
立
場
を
取
る
。
す
な
わ
ち
、
団
藤
博
士
は
「
行
為
者
の
能
力

と
し
て
は
、
行
為
責
任
論
で
は
当
然
に
行
為
時
の
顕
在
的
能
力
だ
け
を
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
人
格
責
任
の
見
地
で
は
、
人

格
形
成
の
方
面
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
い
わ
ば
潜
在
的
な
能
力
を
も
│
む
ろ
ん
認
定
の
可
能
な
限
度
で
│
考
慮
す
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
能

力
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
、
か
よ
う
な
潜
在
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
お
も
う
（
34
）

」
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
、
団
藤
博
士

は
「
人
格
形
成
責
任
の
見
地
か
ら
い
え
ば
、
行
為
者
の
能
力
以
上
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
主
観
説
と
お
な
じ
根
底

に
立
つ
が
、
行
為
時
に
お
い
て
現
に
も
っ
て
い
た
注
意
能
力
で
は
な
く
人
格
形
成
の
上
で
も
つ
こ
と
が
本
人
に
期
待
さ
れ
え
た
で
あ
ろ
う

程
度
の
注
意
能
力
が
標
準
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
35
）

」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
過
失
犯
に
お
い
て
、
行
為
責
任
が
認
定
さ
れ
な
い
場
合
で

も
行
為
者
責
任
を
認
定
し
て
、
過
失
犯
を
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
36
）

。
人
格
責
任
に
お
い
て
は
、
行
為

責
任
は
同
時
に
行
為
者
責
任
と
も
い
え
る
と
思
う
。
そ
れ
は
「
犯
罪
行
為
は
、
犯
罪
者
の
人
格
の
現
実
化
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
過
失

責
任
も
原
則
的
に
行
為
に
お
け
る
人
格
責
任
で
あ
り
、
補
充
的
に
性
格
形
成
に
お
け
る
人
格
責
任
を
考
慮
し
て
認
定
す
べ
き
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
行
為
責
任
と
し
て
の
過
失
責
任
が
あ
る
と
き
に
限
っ
て
、
不
注
意
性
格
形
成
に
お
け
る
人
格
責
任
は
そ
の
罪
責
に
お
い
て
考

慮
す
べ
き
だ
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
不
注
意
性
格
は
、
人
格
が
注
意
す
る
に
お
い
て
、
制
約
要
素
と
し
て
作
用
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

で
、
不
注
意
性
格
が
主
体
的
に
形
成
さ
れ
た
ば
あ
い
は
、
過
失
責
任
を
減
軽
す
べ
き
で
な
い
し
、
非
主
体
的
に
形
成
さ
れ
た
場
合
は
、
そ

二
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刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
五
〇
九
）

れ
を
減
軽
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

⑹　

主
体
性
を
活
用
す
る
行
刑
教
育

人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
た
結
果
、
行
刑
教
育
に
お
い
て
も
受
刑
者
の
主
体
性
を
最
大
限
に
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

フ
ラ
ン
ク
ル
は
人
間
の
主
体
性
を
開
発
し
て
、
従
来
の
心
理
療
法
の
か
わ
り
に
、
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
（L

ogotherapie

）
と
い
う
精
神
病
治
療

方
法
を
開
発
し
た
と
聞
い
て
い
る
。
精
神
病
治
療
の
主
体
は
病
者
自
身
で
あ
り
、
医
師
は
そ
の
助
力
者
と
し
て
治
療
に
加
担
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原
理
が
教
育
学
で
も
活
用
さ
れ
て
、
教
育
の
主
体
は
学
生
自
身
で
あ
っ
て
教
師
は
そ
の
助
力
者
と
し
て
教
育
に
加
担

す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

そ
れ
だ
か
ら
、
人
間
の
主
体
性
を
認
定
す
る
人
格
責
任
論
の
立
場
で
は
、
行
刑
教
育
に
お
い
て
も
受
刑
者
の
主
体
性
を
最
大
限
に
活
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
の
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
に
よ
れ
ば
、
受
刑
者
は
実
存
と
し
て
の
人
格

者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
受
刑
者
は
主
体
的
人
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
刑
に
お
い
て
も
受
刑
者
を
行
刑
教
育
の
客
体
と
し
て
取
り

扱
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
行
刑
教
育
に
お
い
て
受
刑
者
の
犯
罪
的
性
格
の
改
善
は
受
刑
者
自
身
が
主
体
的
に
す

る
よ
う
に
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
受
刑
者
を
行
刑
に
お
い
て
改
善
教
育
の
客
体
と
し
て
の
み
取
り
扱
う
の
は
、

人
間
の
主
体
性
を
否
定
す
る
行
刑
教
育
で
あ
る
。
受
刑
者
を
行
刑
教
育
の
主
体
と
し
て
取
扱
う
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
性
を
も
っ
て
い
る

受
刑
者
が
自
己
の
性
格
を
み
ず
か
ら
改
善
す
る
よ
う
に
、
行
刑
公
務
員
は
こ
れ
を
助
け
る
立
場
で
、
行
刑
教
育
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
教
育
刑
理
論
に
お
い
て
も
従
来
の
市
民
的
教
育
刑
論
で
も
な
い
、
人
間
の
主
体
性
を
生
か
す
道
義

的
教
育
刑
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
人
格
責
任
の
新
理
論
で
主
張
し
た
こ
と
も
あ
る
（
37
）

。
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六　

お
わ
り
に

以
上
で
、
私
が
人
間
の
主
体
性
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機
と
そ
の
過
程
を
説
明
し
、
続
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
挙
げ
た
い
く
つ

か
の
重
要
な
成
果
に
た
い
し
て
叙
述
し
た
。
刑
法
の
窮
極
的
な
目
的
は
犯
罪
の
な
い
国
家
社
会
を
建
設
し
て
、
国
民
の
尊
厳
性
を
保
障
し
、

か
れ
ら
の
幸
福
追
求
を
保
障
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
人
間
の
尊
厳
性
の
本
質
を
な
す
人
間
の
自
己
意
思

決
定
能
力
は
、
ま
さ
に
本
稿
で
い
う
人
間
の
主
体
性
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
の
主
体
性
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
は
、
刑
法

学
、
そ
の
他
の
法
学
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
お
い
て
も
っ
と
も
基
礎
的
な
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
あ
ら
ゆ

る
学
問
が
人
間
の
真
な
る
尊
厳
性
と
幸
福
追
求
の
保
障
に
寄
与
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
38
）

。

本
稿
に
お
い
て
は
、
刑
法
に
お
け
る
主
体
性
、
そ
の
中
で
も
主
に
刑
事
責
任
と
人
間
の
主
体
性
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

今
後
、
人
間
の
主
体
性
に
関
す
る
研
究
を
継
続
し
て
真
の
人
間
性
と
科
学
性
が
兼
備
し
た
真
の
人
間
像
を
探
究
し
て
、
そ
の
う
え
に
真
の

刑
法
理
論
を
構
築
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、
団
藤
博
士
が
、
カ
ン
ト
の
こ
と
ば
を
転
用
し
て
言
う
よ
う
に
、「
科
学
性
の
な
い
刑

法
学
は
盲
目
で
あ
る
が
、
人
間
性
を
見
失
っ
た
刑
法
学
は
空
虚
で
あ
る
（
39
）

」
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に
、
私
に
、
生
前
、
人
間
の
主
体
性
研
究
を
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
団
藤
重
光
先
生
の
学
恩
を
感
謝
し
、
先
生
が
天
国
で
永
生

福
楽
を
享
有
す
る
よ
う
祈
願
し
な
が
ら
擱
筆
し
よ
う
と
思
う
。

（
1
） 

団
藤
重
光
「
人
格
責
任
の
理
論
」
法
哲
学
四
季
報
二
号
（
一
九
四
九
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
。

（
2
） L

enz, G
rundriss der K

rim
inalbiologie

（1927

）. 

吉
益
訳
『
犯
罪
生
物
学
原
論
』（
一
九
三
八
年
）。

二
七
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刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
五
一
一
）

（
3
） 

詳
し
い
内
容
は
、
朴
貞
根
『
人
格
責
任

 

新
理
論
』（
一
九
八
六
年
）
法
文
社
八
九

以
下
、
同
「
人
格
責
任
の
新
理
論
（
二
）」
日
本
法
学

四
四
巻
一
号
（
一
九
七
九
年
）
三
頁
以
下
参
照
。

（
4
） 
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
層
的
存
在
論
に
お
け
る
意
思
の
自
由
に
関
す
る
詳
し
い
説
明
は
、
朴
・
前
掲
書
（
注
3
）
五
〇

以
下
、
同
・
前
掲
論
文

（
注
3
）「
人
格
責
任
の
新
理
論
（
二
）」
一
六
頁
以
下
参
照
。

（
5
） 

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
見
解
は
決
定
論
で
あ
る
と
い
う
学
者
は
、
平
野
龍
一
「
意
思
の
自
由
と
刑
事
責
任
」『
刑
法
の
基
礎
』（
一
九
六
六
年
）
所
収

一
二
│
一
三
頁
、
大
谷
實
『
刑
事
責
任
の
基
礎
』（
一
九
六
八
年
）
三
二
頁
、
大
野
平
吉
「
刑
法
と
自
由
意
思
」『
刑
法
講
座
一
巻
│
刑
法
の
基
礎
理

論
│
』（
一
九
七
七
年
）
所
収
六
一
頁
、
註
二
四
。
そ
れ
か
ら
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
見
解
は
非
決
定
論
で
あ
る
と
い
う
学
者
は
、
中
山
研
一
『
ソ
ビ
エ

ト
刑
法
』（
一
九
七
二
年
）
七
七
頁
。
ハ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
（
金
澤
文
雄
訳
）「「
意
志
の
自
由
」
に
つ
い
て
の
考
察
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
四
一

号
（
一
九
七
〇
年
）
二
月
号
、
二
頁
。Engish, A
uf der S

uche nach der G
erechtigkeit

（1971

）, S
. 34f. 

こ
れ
に
対
す
る
詳
し
い
説
明
は
、
朴
、

前
掲
書
（
注
3
）
五
六
、
五
七

、
同
・
前
掲
論
文
（
注
3
）「
人
格
責
任
の
新
理
論
（
二
）」
二
四
│
二
七
頁
参
照
。

（
6
） 

朴
、
前
掲
書
（
注
3
）
五
九

、
同
・
前
掲
論
文
（
注
3
）「
人
格
責
任
の
新
理
論
（
二
）」
二
四
頁
。

（
7
） 

団
藤
重
光
「
法
に
お
け
る
主
体
性
」
法
学
協
会
雑
誌
九
二
巻
四
号
（
一
九
七
五
年
）
八
│
九
頁
参
照
。

（
8
） V

. E
. F
rankl, T

heorie und T
herapie der N

eurosen 

（1956

）. 

霜
山
訳
、
神
経
症
Ⅱ
。

（
9
） 

朴
「
人
格
責
任
の
新
理
論
（
一
）」
日
本
法
学
四
二
巻
四
号
（
一
九
七
七
年
）
七
九
頁
以
下
、
同
（
二
）
同
四
四
巻
一
号
（
一
九
七
九
年
）
一

頁
以
下
、
同
（
三
）
同
四
五
巻
四
号
（
一
九
八
〇
年
）
二
八
頁
以
下
、
同
（
四
）
同
四
六
巻
一
号
（
一
九
八
〇
年
）
七
六
頁
以
下
。

（
10
） 

団
藤
博
士
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
視
察
時
に
鹿
児
島
地
方
・
家
庭
裁
判
所
で
「
人
間
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
題
目
で
講
話
（
昭
和
五
五
年
五

月
二
六
日
）
さ
れ
た
中
で
、「
人
間
は
無
論
動
物
で
あ
り
ま
す
。
人
間
と
動
物
と
、
ど
こ
が
違
う
か
と
い
え
ば
、
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
と

仏
教
の
立
場
で
は
大
分
考
え
方
が
違
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
問
題
を
暫
く
離
れ
ま
し
て
、
私
自
身
は
人
間
と
動
物
と
は
大
部
分
共
通
だ

ろ
う
、
両
者
の
違
い
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
た
ち
が
い
う
程
の
質
的
な
違
い
で
は
な
く
し
て
、
量
的
な
違
い
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま

す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
や
や
仏
教
的
な
考
え
方
を
持
っ
て
お
り
ま
す
」（
団
藤
「
人
間
と
は
何
ぞ
や
」
裁
判
所
広
報
一
七
七
号
鹿
児
島
地
方
・
家
庭

裁
判
所
事
務
局
総
務
課
昭
和
五
五
年
一
〇
月
号
二
頁
）
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
講
義
は
団
藤
博
士
が
ご
自
分
の
人
間
の
主
体
性
の
本
質
を
明
か
し
た
重

二
七
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
一
二
）

要
な
表
現
で
あ
る
と
思
う
。
団
藤
博
士
が
「
や
や
仏
教
的
考
え
方
を
も
っ
て
お
る
」
の
に
、
わ
た
く
し
は
「
主
に
キ
リ
ス
ト
教
的
考
え
方
を
も
っ
て

お
る
」
点
に
お
い
て
、
両
者
が
同
じ
く
人
間
の
主
体
性
す
な
わ
ち
、
人
間
性
を
強
調
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
、
根
本
的
に
異
な
る

も
の
に
な
る
と
思
う
。

（
11
） 
權
寧
星
教
授
は
、「
憲
法
第
一
〇
条
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
価
値
は
結
局
人
間
一
般
に
固
有
な
価
値
と
看
做
す
尊
貴
な
る
、
す
な
わ
ち
、
人

格
性
（
＝
人
格
主
体
性
）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
」（
同
『
憲
法
學
原
論
〔
新
訂
版
〕
二
九
四

）
と
い
う
。
そ
し
て
、「
人
間
の
主
体
性
と
い
う

の
は
人
間
を
非
人
格
的
自
然
と
区
別
し
て
、
自
己
自
身
を
意
識
し
て
自
己
自
身
の
決
断
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
規
定
し
て
、
自
身
と
周
辺
世
界
を
形

成
す
る
能
力
」（
同
、
前
掲
書
三
九
三

註
三
）
で
あ
る
と
い
う
。

（
12
） 

団
藤
博
士
も
、「
人
格
の
主
体
性
を
認
め
る
こ
と
は
人
間
の
尊
厳
を
み
と
め
る
こ
と
で
あ
る
」（
同
「
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
主
体
性
の
理
論
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
九
〇
五
号
〔
一
九
八
八
年
〕
四
四
頁
）
と
い
わ
れ
る
。

（
13
） 

そ
の
根
拠
は
、
日
沖
憲
郎
「
行
為
者
責
任
」
刑
政
五
六
巻
三
号
（
一
九
四
三
年
）
八
頁
以
下
、
同
「
行
為
刑
法
と
行
為
者
刑
法
」
日
本
大
学
創

立
七
〇
年
記
念
論
文
集
第
二
巻
社
會
科
学
編
三
五
九
頁
以
下
、
同
「
人
的
行
為
槪
念
」
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
（
一
九
八
三
年
）

一
〇
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
14
） 

朴
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
3
））
七
〇

、
同
「
人
格
責
任
の
新
理
論
（
三
）」
日
本
法
学
四
五
巻
四
号
三
〇
頁
。
私
は
、
最
初
、
人
格
責
任
を

「
行
為
に
お
け
る
意
思
責
任
（
ま
た
は
意
思
主
体
責
任
）
を
原
則
的
に
、
性
格
形
成
に
お
け
る
意
思
責
任
（
ま
た
は
意
思
主
体
責
任
）
を
補
充
的
に

考
慮
し
て
認
定
さ
れ
る
責
任
」
で
あ
る
と
表
現
し
、
意
思
を
責
任
の
根
拠
に
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
の
で
意
思
主
体
と
表
現
し
た
が
、
私
の
立
場

で
は
意
思
主
体
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
人
格
そ
の
も
の
だ
と
思
う
の
で
、
こ
れ
を
人
格
責
任
と
表
現
し
て
い
き
た
い
。

（
15
） 

団
藤
・
前
掲
論
文
（
前
掲
注（
1
））
一
二
三
頁
。

（
16
） 

団
藤
『
刑
法
綱
要
総
論
（
第
三
版
）』（
一
九
九
〇
年
）
二
六
一
頁
。

（
17
） 

朴
・
前
掲
書
一
五
〇

以
下
、
同
「
団
藤
重
光

 

人
格
責
任

 

理
論
」『
現
代
刑
事
法
論
』
金
箕
斗
教
授
華
甲
記
念
論
文
集
編
纂
委
員
會
刊

（
一
九
八
〇
年
）
九
九

以
下
。
こ
の
論
文
の
日
本
語
訳
は
、
朴
貞
根
（P

ark, Z
ong K

un

）（
鈴
木
敬
夫
訳
）「
団
藤
重
光
の
人
格
責
任
の
理
論
」

（
一
九
八
〇
年
）
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
一
九
巻
二
号
（
一
九
八
四
年
）
九
五
頁
以
下
を
参
照
。

二
八
〇



刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
五
一
三
）

（
18
） 

団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
二
六
〇
頁
の
註
九
を
参
照
。
そ
こ
で
は
、
前
掲
注（
9
）に
掲
載
の
論
文
の
ほ
か
、
朴
貞
根
「
団
藤
重
光

人
格
責
任

理
論
」
金
箕
斗
教
授
華
甲
記
念
『
現
代
刑
事
法
論
』（
一
九
八
〇
年
）、
こ
の
日
本
語
訳
と
し
て
、
朴
（
鈴
木
訳
）「
団
藤
重
光
の
人
格

責
任
の
理
論
」（
前
掲
注（
17
））、
朴
貞
根
『
人
格
責
任

 

新
理
論
』（
一
九
八
六
年
、
法
文
社
〔
ソ
ウ
ル
〕）
も
紹
介
し
て
い
る
。

（
19
） 
団
藤
重
光
『
わ
が
心
の
旅
路
』（
一
九
八
一
年
）
一
九
九
頁
。

（
20
） 

団
藤
重
光
「
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
主
体
性
の
理
論
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
〇
五
号
（
一
九
八
八
年
）
四
四
頁
、
五
五
頁
註
3
。

（
21
） 

こ
の
特
別
講
演
内
容
は
、
朴
「
主
体
性
と
刑
事
責
任
」
札
幌
学
園
法
学
一
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
五
九
頁
以
下
参
照
。

（
22
） 

詳
し
い
内
容
は
、
朴
「
法
人

 

刑
事
責
任
」
中
央
大
學
校
法
學
研
究
所
法
學
論
文
集
一
二
輯
（
一
九
八
七
）
一
八
三

以
下
参
照
。
日
本
語

訳
と
し
て
、
朴
貞
根
（
鈴
木
敬
夫
訳
）「
法
人
の
刑
事
責
任
」
札
幌
学
園
法
学
一
六
巻
一
号
（
一
九
九
九
年
）
九
七
頁
以
下
。

（
23
） 

団
藤
・
前
掲
論
文
（
前
掲
注（
1
））
一
二
八
頁
。

（
24
） 

団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
二
六
一
頁
。

（
25
） 

日
沖
博
士
も
、「
行
為
を
越
え
て
行
為
者
自
体
の
責
任
を
問
う
こ
と
…
…
は
、
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」（
同
「
行
為
刑
法
と
行
為
者
刑
法
」

三
六
八
頁
）
と
い
う
。

（
26
） 

朴
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
3
））
九
八

、
二
〇
八

。

（
27
） 

詳
し
い
説
明
は
、
朴
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
3
））
二
〇
一

以
下
、
同
「
常
習
犯

 

刑
事
責
任
」『
刑
事
法
學

諸
問
題
』（
權
文
澤
教
授
華

甲
記
念
論
文
刊
行
委
員
會
刊
）（
一
九
八
三
年
）
一
二
九

以
下
参
照
。

（
28
） 

朴
「
常
習
犯

 

加
重
法
定
刑
廢
止

 

正
當
性
│
刑
法
改
正
試
案

 

中
心

│
」
金
鍾
源
教
授
華
甲
記
念
論
文
集
（
一
九
九
一
）
五
二
一

以
下
参
照
。

（
29
） 

韓
国
政
府
は
一
九
八
五
年
か
ら
刑
事
法
改
正
特
別
審
議
委
員
会
を
構
成
し
て
、
七
年
間
に
わ
た
り
刑
法
改
正
法
律
案
を
作
成
し
、
こ
れ
を

一
九
九
二
年
七
月
六
日
、
国
会
へ
提
出
し
た
。
し
か
し
、
国
会
は
、
こ
の
改
正
法
律
案
の
中
で
最
小
限
の
必
要
な
部
分
だ
け
を
抜
粋
し
て
、
刑
法
中

改
正
法
律
案
を
作
成
し
、
一
九
九
五
年
一
二
月
二
日
、
こ
れ
を
議
決
し
た
。
つ
い
で
、
こ
の
改
正
法
は
、
一
九
九
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

し
か
し
、
私
と
と
も
に
改
正
委
員
全
員
が
議
決
し
た
常
習
犯
加
重
法
定
刑
の
全
面
的
廃
止
が
、
そ
の
刑
法
中
改
正
法
律
に
包
含
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

二
八
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
一
四
）

は
、
非
常
に
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
七
五
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
、
常
習
犯
の
加
重
刑
規
定
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

（
30
） 

団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
三
三
五
頁
註
四
。

（
31
） 
団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
二
六
〇
│
二
六
一
頁
。

（
32
） 
団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
二
六
一
頁
。

（
33
） 

団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
三
三
五
頁
。

（
34
） 

団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
三
四
四
頁
註
六
。

（
35
） 

団
藤
・
前
掲
論
文
（
前
掲
注（
1
））
一
三
二
頁
。

（
36
） 

日
沖
博
士
も
、「
行
為
責
任
か
ら
独
立
し
た
行
為
者
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」（
同
「
行
為
刑
法
と
行
為
者
刑
法
」

三
六
八
頁
）
と
い
う
。

（
37
） 

詳
し
い
こ
と
は
、
朴
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
3
））
一
三
五

以
下
参
照
。

（
38
） 

朴
「
幸
福
追
求
　

保
障

　

刑
法
」
中
央
法
學
第
四
輯
第
二
號
（
二
〇
〇
二
年
）
七

以
下
を
参
照
。

（
39
） 

団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
三
五
頁
。

二
八
二
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